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本庁	保険衛生チーム
	 ℡ 0994-22-3044
支所	民生チーム	 ℡ 0994-25-2511

保健福祉課
住民生活課	からの お知らせ

　平成 23年の農振法の一部改正及び「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律」の制定により、計画案の縦覧期間を市町村独自に定めることが可能に
なったことにより、平成 24年 8月 1日から次のように変更します。
　● 	全体見直しは 30日間、個別見直しは 15日間とする。ただし、最終日が休日の場合は休日の翌日

を最終日とする。

　● 	申　　告	 …………… 所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税
　● 	納　　税	 …………… 全ての国税
　● 	申請・届出等	 ……… 納税証明書の交付請求、各種法定調書、各種異動届出書など
　詳しくは、e - Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。
　利用開始の手続、利用時間、パソコンの環境、e - Tax ソフトの操作方法、よくある質問など、e - Tax
に関する最新情報についてお知らせしていますので、ご利用前にご確認ください。詳しい内容については、
税務チームまでお問い合わせください。

　国税庁では、今年も高校生の皆さんから税に関する作文を募集します。
　自分や家族の体験を通して、税について自分が考えたことなど、税に関することであれば何でも結構
です。字数は、1200字程度、締切りは 9月 7日（金）となっていますので奮って応募してください。
　そのほか、国税庁及び全国納税貯蓄組合連合会では、中学生の皆さんを対象に税についての作文を募
集します（字数は 1200字以内、9月 5日（水）締切り）。
　詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
　（http://www.nta.go.jp）
　詳しい内容については、税務署（℡ 0994-42-3127）までお問い合わせください。

■錦江農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間が変更になります。

■使って実感！ネットで申告「e - Tax」

■高校生の税の作文募集

■あなたの料理で町を変えよう！！　〜ヘルスメイト養成講座受講者募集〜
　テレビやラジオで流れる最新の健康レシピや様々なジャンルのレシピ本。日常生活の中に食情報があふ
れています。この講座では食生活改善のための基礎知識や食育、健康づくりについて学びます。
　まずは、自分の健康からそして家族、隣近所、お友達へと健康の輪を広げませんか？

◦ヘルスメイト養成講座…食に関するお勉強講座です！
　【対 象 者】	 ・錦江町に在住されている方で年齢が65歳以下で、料理が好きな方ならどなたでも！
	 ・食、健康づくり活動に興味がある方！
	 ・月１回の定例会、町主催の事業（母子健診、秋祭りなど年に２、３回）に参加できる方！
　【日 　 程】	 10月から月１〜２回の計５回コース（詳しくは、保険衛生チームにお問い合わせください。）
　【締め切り】	 ８月31日（金曜日）
　詳しくは、保険衛生チームにお問い合わせください。

本庁	経済チーム	 ℡ 0994-22-3034
支所	経済チーム	 ℡ 0994-25-2511

産業振興課
産業建設課	からの お知らせ

本庁	税務チーム	 ℡ 0994-22-3037
支所	税務チーム	 ℡ 0994-25-2511

住民税務課
住民生活課	からの お知らせ


